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１ 各種障害者手帳

（１）療育手帳

（２）身体障害者手帳

（３）手帳交付後の援助措置

２ 年金・手当

（１）障害基礎年金

手帳は必ず取らなければなりませんか

必ず取らなければならないものではありませんが，

公的な福祉サービスを受けるためには必要です。

障害者雇用枠で就職する場合や，施設や作業所を

利用する場合にも必要になります。各学校でも

取得されることを勧めています。

手帳はいつでも取れますか

障害があり，支援等が必要になった場合にいつで

も取得できます。申請には療育手帳の場合は，岩

手県福祉総合センターでの判定，身体障害者手帳

の場合は指定医師の診断書等が必要です。

療育手帳も成人してからでも取得できます。

■ 精神障害者手帳

精神に障害のある方に交付される手帳です。手
帳には，療育（知的障害者），身体障害者，精神
障害者の３種類があります。

障害基礎年金の支給制限を教えてください

20歳前に疾病を負った人の障害基礎年金については，

本人が保険料を納付していないことから，所得制限が

設けられており，所得額が398万4千円（２人世帯）を

超える場合には年金額の２分の１相当額に限り支給停

止とし，500万1千円を超える場合には全額支給停止と

する２段階制がとられています。

第３部 進路支援資料 ～ 卒業後の生活をイメージするために ～
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（２）特別児童扶養手当

（３）障害児福祉手当

３ 各種割引など

（１）ＪＲ運賃の割引

（２）バス運賃の割引

（３）航空運賃の割引

（４）有料通行料金の割引

（５）タクシー運賃の割引

■ＪＲ運賃の割引内容

割引 身障手帳１級または療育手 身障手帳１・２級または療

対象者 帳Ａの本人と介護者が利用 育手帳Ａ・Ｂの本人のみ利

のとき 用のとき

割引 全線距離制限なし 片道100kmを超えるとき

区間

割引 普通乗車券、急行券、回数 普通乗車券

対象 券、定期券

割引率 ５割 ５割

■バス運賃の割引内容

割引 身障手帳または療育手帳をお持ちの方

対象者

割引 普通旅客運賃 定期旅客運賃

対象

割引率 ５割 ３割

■携帯電話料金等の割引

障害者が携帯電話を利用するときに，割引サービ

スが受けられます。身障手帳または療育手帳が必要

です。割引内容，手続きについては各会社にお尋ね

下さい。

■青い鳥はがき

身障手帳１，２級及び療育手帳Aをお持ちの方に郵

便はがきが無料で配付されています。年１回一人20

枚です。配付期間は４月20日～５月31日（期間は変

更になる場合があります）。身障手帳，療育手帳を持

って最寄りの郵便局へお越し下さい。

■ＮＴＴ無料番号案内

身障手帳及び療育手帳をお持ちの方が番号案内サ

ービスを利用する場合，無料で利用できます。事前

にNTTに申込が必要です。

手当の支給制限を教えてください

どちらの手当も施設に入所している方や制限

以上の所得があるときは、対象になりません。

厚生年金を納めても、将来、もらえない

と聞きましたが本当ですか

平成18年４月からもらえるようになりました。
平成18年３月以前は，同時に複数の年金を受けるこ
とができないという原則から、いずれかの年金を一
つ選択することになっていました。そのため、障害
を有しならが働いたことが年金制度上，評価されな
い仕組みになっていましたが，改善されました。
一般企業で働く場合は，厚生年金の加入状況を把

握し，将来，老齢厚生年金をもらい忘れることのな
いように気をつけましょう。

５ その他の福祉制度の活用
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＜参考１＞ キャリア教育の評価の方法 － 「推進の手引き」より －

（１）キャリア教育全体の評価

＜キャリア教育全体の評価をするための前提＞

・ キャリア教育の目指す目標が，具体的で明確であること

・ 目標が各学校や児童・生徒の実態に応じて，実行可能な内容であること

・ 教員がキャリア教育の意義と実践への計画，方法等を十分理解できていること

・ 教育活動の実行に際し，児童生徒にどのような変化や効果が期待されるか等が，具体的

に示されていること

・ 評価方法等が適切に示されていること

・ 教員が，評価の目的，方法等について理解し，適切に評価できる能力を有すること

・ キャリア教育の推進体制が確立されていること など

《学校におけるキャリア教育推進チェックシート（例）》

項 目 チェック

学校教育目標にキャリア教育を位置付けている

キャリア教育の全体計画を立てている

校内にキャリア教育推進委員会等を設置している

キャリア教育の校内研修を実施（計画）している

教職員全体がキャリア教育について共通理解している

小学校・中学校・高等学校でキャリア教育に関し連絡協議会を設置するなど連携を図っている

職場体験，インターンシップ等を実施している

職場体験，インターンシップ等の事前・事後指導を計画的に行っている

各教科における指導も含めて，キャリア教育を教育活動全体で行っている

学校だより，PTAだより等でキャリア教育の広報活動を行っている

社会人講師等，地域の教育力を活用している

ハローワーク等関係諸機関と連携している

単独あるいは，学校評価等でキャリア教育の評価を行っている

評価結果に基づき，指導等の改善を図っている

（２）教員が行う評価

資 料 キャリア教育推進ガイドブック 理解編
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○ 各教科（科目），道徳，特別活動，総合的な学習の時間等の目標やねらい，また，各教科（科

目）等の評価の規準にキャリア教育の視点を盛り込むこと

○ 進路指導の評価にキャリア教育の観点や内容を取り入れること

＜基本的な評価の観点（例）＞

○目標の設定について

・ 目標の設定は具体的で妥当であったか

・ 目標設定過程への各教員の参加度，理解度はどうか

・ 保護者などへの説明は適切であったか など

○実践中の評価について

・ 児童生徒は積極的に取り組んでいるか，理解はどうか，予測した取組をしているか

・ 期待した変化や効果の兆しはあるか

・ 教員が適切な指導を行っているか

・ 児童生徒の感想はどうか など

○評価の方法について

・ 評価のための計画は適切に立てられていたか

・ 評価方法やそのための資料は前もって用意されていたか，評価方法は妥当であったか

・ 教員，児童生徒の評価への理解は十分であったか など

○「児童生徒の変化」の評価

・ プログラム実施中の児童生徒の態度の変化

・ プログラムの目標の達成状況（実施過程中，および終了時）

・ 特に顕著な児童生徒の行動・態度，課題など

○評価を受けての改善について

・ 今までの評価を教職員，保護者等で客観的に見直し，共通理解されているか

・ 評価を適切に次の改善策として生かしているか

・ 改善策の実行プログラム（アクションプラン等）が立てられているか など

キャリア教育の評価の方法（「推進の手引き」より）




